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第 2 節　ガスタービン・コジェネの躍進
1．ガスタービンの登場：概観
　第 1 節では伝統的発電技術である石炭火力発電，つまり，蒸気タービン技術による電力生

産の発展と停滞を述べた。この第 2 節では，石炭発電技術に取って代わりつつある新発電技

術である小型ガスタービン・コジェネ（熱電併給方式）の発展を取り上げる。というのは，

1980 年代中期からガスタービン発電が急速に増加しはじめ，2002 年に天然ガス発電能力が

石炭発電能力を抜き，2016 年には天然ガス発電量が石炭発電量を上回り，最大の電源にな

っているからである。

ガスタービン発電の仕組み　　石炭発電においては，ボイラーで石炭を燃焼させ水を蒸気に

し，その蒸気の沸騰運動によってタービンが発電機を回し発電する。新しいガスタービンは

図 5a に示すように，航空機ジェットエンジン（上の図）と構造が似ているが，ガスタービ

ンは航空機ジェットエンジンから派生したものであるからである。ガスタービン発電機（下

の図）は大気中の空気を取り入れ圧縮し，燃焼室で高温のガスと合体・爆発させ，タービン

を高速回転させ発電機を回して発電する。蒸気タービン発電の場合は，石炭であろうが，天

然ガス，石油であってもボイラーを必要とし，燃料を蒸気に変換し蒸気タービンで発電する

間接的な発電方式である。他方，ガスタービンは，燃焼ガスが直接タービンを回して発電す

る内燃機関であり，小さな規模でも大出力を出す。ガスタービンの開発はとくに 1930 年代

から航空機用エンジンとして急速に進んだ72）。航空機用エンジンはのちに，そのタービン

に発電機を接合して，ガスタービン発電機（図 5b 参照）に転用されることになった73）。

　ガスタービン発電機は単独で使われる場合，シンプル・サイクルと呼ばれ，その排ガス熱

を利用し近隣の工場などで使う場合，コジェネと呼ばれ，その排ガスで蒸気タービンで再び

発電し，さらにその排ガスをさらに近隣の工場などで使う場合，コンバインド・サイクルと

呼ばれ，それを図解したのが図 5c である。

コジェネの衰退と復活　　ところで，コジェネは新しい技術ではない。それは通常，電力会
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図 5a　航空機エンジン（上の図）とそれから派生した発電用ガスタービン（下の図）の仕組み

図 5b　航空機エンジンから派生した発電機の LM6000（GE 製）
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社ではなく一般企業がみずからの工場のために，電気だけでなく熱（蒸気）をも生産・消費

するものである。コジェネは同じ燃料量で，電気と熱蒸気を生産するので熱効率がおよそ 2

倍になるという74）。1912 年までは電力生産においてはコジェネが主流で，総発電量の過半

を占めていた。同じ燃料量で電気も熱も生産するコジェネは熱効率が高いが，企業が自らの

工場に利用するので，規模は大きくなかった。そのため，規模の経済が働かなかった。それ

にたいし，電力会社は発電所の規模を大きくして規模の経済を実現し，電力料金を低下させ

るようになった。1912 年から電力会社の総発電量はコジェネの総発電量を追い越し，コジ

ェネの総発電量の全体に占める比率は，1920 年に 22％ に急落し，1940 年に 18％，1960 年

に 9％，そして 1976 年にわずか 4％ になっていた75）。

　しかし，1970 年代までに発電所の規模の経済が枯渇し，しかも，石油危機によって燃料

コストが当初 4 倍に，その後 10 倍以上になると，電力会社は燃料コストの高騰を規模の経

済で吸収することができなくなった。電力料金が上昇し始め，コジェネの魅力が再び増して



図 5c　コンバインド・サイクルの仕組み

（出所）�図 5a と 5c は https://www.ccpowerschool.com/power-ｇeｎeratｉoｎ�
/ｇas-tｕrbｉｎe-power-plaｎt-parts-aｎｄ-ｆｕｎctｉoｎs/（2022 年 3 月 22 日
閲覧）より，図 5b は，Toｎy�Gｉampalo,�Gas Turbine Handbook : 
Principles and Practice, 5th�eｄ.,�CRC�Press,�2014,�p. 25 より転載。
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きたのであった76）。コジェネは規模が小さく，資本費用は中央発電所の 10％ あるいは 1％

であり，資本費用を大いに節約できる77）。しかも，第 2 次大戦後，コジェネは大いに発展

しつつあったガスタービンを主な動力にすることができた。ガスタービンは 1936-45 年の英

独主導によって軍用機用ジェット・エンジンとして開発され，このジェット・エンジンが民

間航空機にも応用された。それとともに航空機はプロペラ機からジェット機が主流になり，

そして，航空機の大型化に伴いガスタービン技術は進化し，さらに発電用に改良されたので

ある78）。

　このガスタービン発電機は，小型であるが大出力が出るというメリットのほかにも，コン

バインド・サイクルとして使うととくに熱効率が高くなる，機械的な往復運動がないため振

動が少なく，運転の立ち上がりが早く，CO2 など有害排ガスが比較的少なく，そして資本費

用が著しく小さい，というメリットをもっている。ガスタービン発電の発展は 3 つの時期に

分けられる。電力会社がピークロード用電源として導入した 1965-75 年の第 1 期，公益事業

規制政策法（PURPA）のコジェネ育成政策によってかなりの発展をみる 1980 年代中期か

ら 90 年代初期にかけての第 2 期，そして，1996 年送電網開放命令による電力自由化の進展

に伴い，大躍進し最大の電源となる 1997-2002 年の第 3 期である。

2．ガスタービン発電発展の第 1 期：1965-75 年
ガスタービン発電の導入　　世界で最初のガスタービン発電所は，1939 年，スイスにおい



石炭・原子力発電から小型ガス・コジェネへ（下）

  258  

てブラウン・ボバリ社が，ヌーシャテル（Neｕchâtel）自治体電力会社のために建設した発

電所（1.54 万 kW）であった79）。アメリカでは 1949 年，GE と WH が発電用ガスタービン

を製造し始め80），同年，初めて GE が 0.35 万 kW のガスタービン発電機をオクラホマ・ガ

ス電力会社のために設置した81）。どちらも熱効率は 17％ で低かったが，それは初期のガス

タービンの温度がそれほど高くなく，出力が低かったからである。

　1959 年になってもアメリカのガスタービン総発電能力は 24 万 kW，1965 年までに 84 万

kW にしかならなかった。しかし，1965 年，突然の出来事がガスタービン発電発展の新時

代を切り開いた。それは 1965 年 11 月のアメリカ北東部の大停電であった。この大停電をき

っかけに電力会社は，最大出力に達するのに数時間かかる石炭蒸気タービン発電機と決定的

に異なり，ガスタービン発電機がわずか数分で最大出力に達することができることを知った。

そこで，ガスタービン発電機は，電力需要が急速に伸びる時間帯に対応するピークロード用

電源として導入された。電力会社は 1965 年からの 3 年間で 800 万 kW のガスタービン発電

能力を設置し82），1965-75 年には 4,000 万 kW 以上ものガスタービン発電機を設置した83）。

　この第 1 期にガスタービン発電機を導入したのは電力会社であった。他方，非電力会社の

発電能力は第 1 期には 1,900 万 kW にとどまり，全く増えなかった。当時の非電力会社は，

主に自家発電をする工業会社であった84）。1980 年の調査報告書では，非電力会社のコジェ

ネ設備は，多い順に第 1 次金属，パルプ・製紙，化学・化学関連，そして石油精製工業であ

った。その調査対象のコジェネは最大規模 50.12 万 kW，最小規模 0.75 万 kW であり，kWh

当たりの販売価格は通常 1 セント程度であり低かった85）。第 1 期にはコジェネに対する政

策支援はなく，非電力会社のコジェネは不利な立場におかれていた。電力会社の発電能力は

1970-79 年に 3 億 4,200 万 kW から 5 億 9,800 万 kW に年平均 6％ 増加したので，非電力会

社コジェネの発電能力のシェアは一貫して低下したのである86）。

ガスタービン発電機の技術改善　　表 3 に見るように，ガスタービン発電機の熱効率は

1970 年代中期までに，18％ から 45％ に改善された。ガスタービンは航空機エンジンとして

急激に発展してきたため，その技術進歩の成果を取り入れることができたからである87）。

ただし，航空機タービンは軽量であることが求められるのに対し，発電用は長期に運転しう

ることが求められ，それぞれの技術は異なる経路をたどることになった。熱効率はシンプ

ル・サイクルでは 1945 年から 2005 年まで一貫して熱効率が 20％ から 40％ へ向上し，コン

バインド・サイクルも 1960 年代中期から 2005 年までに 40％ から 60％ に向上した88）。

　ガスタービンの熱効率を改善するには，タービンを損傷させずにタービン内の温度を上げ

る必要がある。そのための手段は主に 2 つあり，高温に耐える合金の開発，および，冷却装

置の改善であった89）。高温に耐える合金の改善は，圧縮機のブレード（羽根）の場合，当

初，ステンレス・スチールが用いられたが，より強靱にするため，12％ クロムが配合され



注 �a）1930 年代と推定される。b）GE 製。ニュージャージー州に建設されたコンバインド・
サイクル発電所についてのデータである。

（出所）�a）Jorｇe� Islas,� “Gettｉｎｇ�Roｕｎｄ� the�Lock-ｉｎ� ｉｎ�Electrｉcｉty�Geｎeratｉｎｇ�Systems :�The�
Example�oｆ�Gas�Tｕrbｉｎe,”�Research Policy, 26（1997）,�p. 58 ;�Amerｉcaｎ�Socｉety�oｆ�Me-
chaｎｉcal� Eｎｇｉｎeers,� “The� Worlｄʼs� Fｉrst� Iｎｄｕstrｉal� Gas� Tｕrbｉｎe� Set� at� Neｕchâtel�

（1939）,”� 1988,� p. 5 ;� b）�Darｉaｎ�Uｎｇer� aｎｄ�Howarｄ�Herzoｇ,� “Comparatｉve� Stｕｄy� oｎ�
Eｎerｇy�R&D�Perｆormaｎce :�Gas�Tｕrbｉｎe�Case�Stｕｄy,”�1998,�p. 50 ;�ほかはすべて，Is-
las,�“Gettｉｎｇ�Roｕｎｄ�the�Lock-ｉｎ�ｉｎ�Electrｉcｉty�Geｎeratｉｎｇ�Systems,”�pp. 56,�60,�63 より。

表 3　第 1 期までのコンバインドサイクルの性能向上

年 発電能力 熱効率 タービン内と排ガスの温度

第 2 次大戦前a） タービン内 430℃以下，排ガス 150℃以下

1950 排ガス 415℃

1950 2.7 万 kW 18％

1960 4-5 万 kW 25％ 排ガス 480℃

1960 年代中期 25-28％ タービン内 950℃，　　　排ガス約 500℃

1970 6 万 kW 30％

1971b） 34 万 kW

1970 年代中期 45％ 以上
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た。タービンのブレードは，当初，ステンレス・スチールが用いられたが，より強靱なニッ

ケル合金に替えられた。1960 年代になると一層高温に耐えるコバルト合金が用いられるよ

うになった90）。

　また，冷却技術は空気ないし蒸気をタービンの周りを循環させて冷却するので，タービン

内の温度を高めることができ熱効率を高める。冷却技術は 1960 年代初期に軍用機エンジン

に導入されたが，第 2 次大戦以降の最大の技術革新であった。新技術は軍用機エンジンに導

入されると通常，2，3 年後に民間航空機エンジンに導入され，5 年後に発電タービンに導入

されたという。GE と WH が冷却技術開発のリーダーだった。冷却技術を導入しないタービ

ンは 1970 年ごろ温度が 1,800℉（1,000℃）に達し，それ以上高温にならなくなった。冷却

技術を導入すると，1970 年ごろから急速にタービン内の温度が上昇し続け，1980 年ごろに

は 2,000℉に，1990 年ごろには 2,300℉に達した91）。

コンバインド・サイクルの発展　　第 1 期ではガスタービンは，電力会社がピークロード電

源としてもっぱらシンプル・サイクルで利用した。しかし，ガスタービンは次第に主力の石

炭発電設備の蒸気タービンを補完するようになった。当初，石炭発電設備に近接してガスタ

ービン発電機を設置し，ガスタービンの排ガスを用いて水を熱し，その熱水・熱蒸気を，石

炭発電設備のボイラーに注入する。すると，ボイラーには水ではなく予め熱せられた水・蒸

気が入ってくるので，通常の場合よりも高温になった熱蒸気が，蒸気タービンを回すので，



石炭・原子力発電から小型ガス・コジェネへ（下）

  260  

熱効率が 5-6％ ほど増したという92）。

　ガスタービン発電機 1 基の発電能力は 1950 年代初期から 1970 年代中期にかけて 10 倍以

上になり，その熱効率も 18％ から 45％ に向上した（表 3 参照）。そうすると，ガスタービ

ンの役割が大きく変化した。1960 年代にコンバインド・サイクルにおいて，ガスタービン

発電設備の発電量は多くなり，排ガスも大量になった。そこで，ガスタービンの排ガスで蒸

気タービンに注入する蒸気を作り出す，Heat� Recovery� Steam� Geｎerator（HRSG：排ガス

利用蒸気発生器）が，石炭発電設備のボイラーより重要になった。1960 年代のコンバイン

ド・サイクルのある例では，ガスタービンが発電量の 54％ を担い，蒸気タービンの発電量

は 46％ になった。1970 年代中期には，ガスタービンが発電量の 58％ を担い，蒸気タービ

ンの発電量は 42％ になり，ますます，ガスタービンの役割が増えていった。こうしてガス

タービンは石炭発電設備の補完物ではなく，コンバインド・サイクルの主役の発電機になっ

たのである93）。

　そうした変化を背景に，1960 年代中にコンバインド・サイクルが石炭発電設備に取って

代わるものという考えが一般的になった94）。そこで，1970 年代初期から発電機メーカーは，

有望になったコンバインド・サイクルの研究開発プログラムを開始した。まず，1973 年ま

でには GE が STAG（Steam� aｎｄ� Gas の頭文字から）開発計画を，アルストム社が VEGA

（Vapeｕr� et� Gas の頭文字から）開発を開始した。さらに 1975 年までには WH が PACE

（Power� aｎｄ� Combｉｎeｄ� Efficｉeｎcy の頭文字から）計画を打ち上げた。ブラウン・ボバリ社

もコンバインド・サイクル発電所開発計画を開始し95），シーメンスも GUD（Gas� ｕｎｄ�

Dampｆ）開発計画を推進した96）。こうして，ガスタービン発電の時代が始まったのである。

3．PURPA によるコジェネ育成政策
PURPA 制定に向けて　　カーター政権が推進・制定した 1978 年公益事業規制政策法

（Pｕblｉc�Utｉlｉty�Reｇｕlatory�Polｉcｉes�Act,�PURPA）の第 2 部“Coｇeｎeratｉoｎ�aｎｄ�Small�Pow-

er� Proｄｕctｉoｎ” は，コジェネと小規模電力生産（再生可能エネルギー）を育成する目的を持

っていた。それに先立った動きとしては，1975 年，全米科学財団がコジェネの可能性につ

いてダウ・ケミカル社に調査を委託し，コジェネの熱効率が高いことが改めて明らかになっ

たことであった。そこで，連邦エネルギー庁（1977 年に連邦エネルギー省へ昇格）はこの

コジェネ調査の重要人物ローゼンバーグ氏を副長官に迎え，コジェネ推進を模索し始め

た97）。また，連邦エネルギー庁が民間団体にコジェネの発展を妨げている障害，そしてそ

れを打開する支援策について調査を委託した。その調査報告書は，政府のコジェネ支援策と

しては，たとえば，30％ の投資税額控除，政府融資保証，電力会社に課されている諸規制

の免除，そして電力会社の適切な価格での買い上げなどを提案した98）。

　1977 年 1 月，カーター政権が発足し，そのエネルギー政策チームが同年 4 月のエネルギ
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ー政策方針の完成に向けて走り出した 2 月，コジェネに詳しい研究者，ウィリアムズ教授

（プリンストン大学）と会合を持った。その会合でウィリアムズ教授は，コジェネはグリッ

ド（送電網）にコジェネを連結したがらない電力会社によってその発展を阻まれている，と

述べた。電力会社が連結を望むときでも，買い上げ価格の低さによって，また，電力会社が

コジェネに供給する電力価格の高さによって，そして，コジェネが州規制委員会の規制に服

さなくてはならないというコジェネ産業界の懸念によって発展できないでいる。ウィアムズ

教授は，カーター政権が制定をめざしている法律は，電力会社にコジェネからの電力購入を

義務付け，「適切な料金」を支払わせるよう義務付ける必要があると語った。また，同教授

は，コジェネは州規制機関の規制を免除されるべきである，と述べたという99）。

　このウィリアムズ教授は，1978 年の彼の論文（“Iｎｄｕstrｉal� Coｇeｎeratｉoｎ,”� Annual Re-

view of Energy, vol. 3,� 1978）において，2000 年までにコジェネが 2 億 kW に急成長すると

大胆な予測をしている。これは長期的にはかなり的確な予測であった。それは，天然ガス・

コンバインド・サイクルだけで 2002 年に 1 億 kW，2008 年ごろに 2 億 kW を超え，そして

2018 年に石炭発電能力を超え，翌年，2 億 6,400 万 kW になったからである100）。

PURPA 210 条の内容　　PURPA�210 条は電力会社がコジェネ101）と再生可能エネルギー

企業102）から「適切な料金」で電力を買い上げ，コジェネと再生可能エネルギー事業を育成

することを目的としていた（以下では，再生可能エネルギーについては省略することがあ

る）。PURPA� 210 条 a 項は，電力会社がコジェネの余剰電力を買い上げること，また，電

力会社はコジェネのために予備電力を供給しなければならないと定めた。さらに PURPA

が制定されてから 1 年以内に，FERC はそれらに関するルールを公表しなければならないと

定めた（以上，210 条 a 項）。同条 b 項は電力会社はコジェネから余剰電力を買い取るが，

その時の価格は，「適切」で，コジェネに「差別的な」ものであってはならないとした。な

お，コジェネからの買い取り価格は，電力会社がそれ以外の電力を購入する「増分コスト

（ｉｎcremeｎtal� cost）」を超えてはならない，とした。さらに，同条 c 項は電力会社がコジェ

ネに供給する電力の価格について，「適切」でコジェネにたいして「差別的」であってはな

らない，とした103）。

　同条 ｄ 項では，電力会社がそれ以外の電力を購入する「増分コスト」を定義し，電力会

社がコジェネから買わずに，電力会社が自ら発電するか，その他から電力を購入するコスト

だと定義している。さらに，同条 e� 項は，コジェネは電力会社に課されている連邦規制，

および州規制を免除されることを定めている。そして，同条 ｆ 項は連邦エネルギー規制委員

会（Feｄeral� Eｎerｇy� Reｇｕlatory� Commｉssｉoｎ，以下，連邦規制当局と記する）がルールを

公表してから 1 年以内に，各州の規制当局は州内の各電力会社にとってのルールを具体化し

なければならないと定めていた104）。
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連邦規制当局のルール公表　　PURPA� 210 条に沿って，連邦規制当局は電力会社によるコ

ジェネとの電力売買価格，規制からの免除，そして適格設備の定義などについて 1980 年 3

月にルールを公表した。FERC の基準を満たすコジェネと再生可能エネルギー発電事業は適

格設備（Qｕalｉｆyｉｎｇ� Facｉlｉtｉes,� QF）に認定され105），地元電力会社がその電力を買い上げる

ことになった。大きな問題は電力会社が QF の電力を買い上げる価格をどう決めるか，また，

電力会社が QF に供給するバックアップ電力の価格をどうするかであった。PURPA� 210 条

に書かれた，「適正な」，QF にとって「差別的でない」が，「増分コスト」を超えない価格

という文言の解釈が決定的に重要だった。連邦規制当局は，コジェネから購入することによ

って回避された，電力会社の発電コストと解釈し，さらに回避された資本コストも含むと解

釈した106）。だから，回避された発電コストと回避された発電所建設費がコジェネに支払わ

れることと解釈された。なお，電力会社が QF に供給するバックアップ電力の価格は，一般

の販売と同様，電力会社発電の平均コストということになった。そうなると，エネルギー・

コストの高騰した当時，コジェネの電力は電力会社の上昇してゆく傾向にある回避コスト

（avoｉｄeｄ� cost）で販売でき，他方，電力会社から購入する電力価格は回避コストより低い

価格になる。こうして，QF は確実に利益を出せることになった。つまり，連邦規制当局は

QF に有利になるように 210 条を解釈したのだった。このルールを公表から 1 年後の 1981

年 3 月までに，各州の規制当局はそれぞれの州のルールを具体化することになった。しかし，

その期限を守ったのは 5 州だけだった。

　PURPA�210 条によるコジェネ電力の買い上げについて，各州の対応は様々だった107）。ミ

シシッピ州のように PURPA�210 条を憲法違反だと提訴した州もあったが，その主張は最高

裁によって 1982 年に退けられている。また，反対にカリフォルニア州のように熱心に実施

した州もあった。PURPA� 210 条について熱心に実施したのは，一般的に電力料金の高い諸

州（カリフォルニア州やニューヨーク州など北東部の諸州）であった。

4．ガスタービン発電発展の第 2 期：1978-91 年
QF コジェネ発展の概観　　PURPA が制定されたので，ガス・コジェネの発展は政策支援

を受ける新たな段階に入った。表 4 は，電力会社，非電力会社の発電能力の推移を示したも

のである。非電力会社についてコジェネ（OF および QF 以外）と再生エネ（QF および

QF 以外）に分けたデータになっている。一番最後の列は，コジェネ，再生エネ，その他を

含めたすべての非電力会社の総発電能力であり，カッコ内の数値は，非電力会社の総発電能

力の電力会社の総発電能力にたいする比率（％）である。

　この表 4 によれば，第 1 に，非電力会社のコジェネ，再生エネはともに増えているが，

　コジェネのほうが増え方が速い。第 2 に，コジェネも再生エネも QF のほうが QF 以外よ

り増え方が速く，QF となって電力会社に電力を買い上げてもらったという政策的措置によ



表 4　電力会社，QF その他の総発電能力の推移　（単位：万 kW,�％）

注 1）�一番左のカッコ内の数値は，非電力会社の総発電能力の，電力会社の総発電能力
にたいする比率。

注 2）�Dept.�oｆ�Eｎerｇy/Eｎerｇy�Iｎｆormatｉoｎ�Aｄmｉｎｉstratｉoｎ�（DOE/EIA）,�The Chang-
ing Structure of the Electric Power Industry, 1970-1991, 1993,�p. 5 は，1991 年
の非電力会社の発電能力は 4,820 万 kW，うちコジェネは 3,519 万 kW と記してい
る。DOE/EIA,�The Changing Structure of the Electric Power Industry : An Up-
date, 1996,�p. 13 は 1995 年の非電力会社の発電能力は 7,030 万 kW と記している。

（出所）�Rｉcharｄ�F.�Hｉrsh,�Power Loss : The Origins of the Deregulation and Restruc-
turing of the American Electric Utility System, The�MIT�Press,�1999,�p. 274.

年 電力会社
非電力会社

コジェネ 再生エネ その他を含めた全
ての非電力会社QF QF 以外 QF QF 以外

1978 5 億 7931 ｎ.a. ｎ.a. ｎ.a. ｎ.a. 1,939（3.3％）
1985 6 億 8873 1,063 644 316 68 2,292（3.3）
1986 7 億�769 1,187 658 423 72 2,532（3.6）
1987 7 億 1806 1,563 668 496 82 3,002（4.2）
1988 7 億 2385 1,790 682 597 87 3,374（4.7）
1989 7 億 3088 2,188 734 749 94 4,027（5.5）
1990 7 億 3505 2,515 768 847 104 4,513（6.1）
1991 7 億 3996 2,836 876 889 110 5,005（6.8）
1992 7 億 4165 3,128 941 918 98 5,519（7.4）
1993 7 億 4469 3,335 979 948 104 5,813（7.8）
1994 7 億 4595 3,983 919 968 85 6,501（8.7）
1995 7 億 5086 4,218 841 958 91 6,642（8.8）
1996 7 億 5489 4,377 952 977 92 6,933（9.2）
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るものと考えられる。QF コジェネはコジェネ全体の 82％ ほどを，QF 再生エネも再生エネ

全体の 91％ ほどを占め，コジェネや再生エネの拡大はどちらも QF が牽引したとみること

ができる。PURPA のコジェネ，再生エネ育成政策は成果を挙げたといえる。

　第 3 に，最後の列の「その他を含めたすべての非電力会社」の総発電能力は，1978 年に

1,939 万 kW で電力会社の総発電能力の 3.3％ しかなかったが，1992 年になると 5,519 万 kW

となって電力会社の総発電能力の 7.4％ になっている。つまり，この時期に非電力会社の総

発電能力は，QF の牽引によって増加されたと見てよいだろう。ただし，PURPA の実施方

式は州によって異なり，カリフォルニア州のような一部の州で熱心に取り組まれ，また，テ

キサス州のような条件のそろった州などで QF が大いに増加した108）。

カリフォルニア州のコジェネ発展　　カリフォルニア州は PURPA�210 条を最も熱心に実施

した州であった。同州は 1982 年までに 3 つの，83 年に 4 つ目のスタンダード・オファーを

案出していた。スタンダード・オファーとは同州規制当局が，電力会社と QF との契約がス
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ムースに取り交わされるように案出した契約モデルである。ここでは問題となったスタンダ

ード・オファー No. 2 と暫定スタンダード・オファー No. 4（以下，暫定 SO4 と略記する）

だけを説明する。スタンダード・オファー No. 2 はピーク時に安定的に電力を供給できる

QF のために，エネルギー支払いだけではなく発電能力支払いを含み，最長 30 年間の長期

契約方式であった109）。

　また，暫定 SO4 は大規模な QF のために融資獲得できるような有利な条件を組み込んで

いた。暫定 SO4 は最長 30 年の長期契約であり，エネルギー支払いに 3 つのオプションを付

与していた。オプション 1 は最初の 10 年間，予想価格に固定し，その後は実勢価格で変動

するものであった。オプション 2 は最初の 10 年間，予想価格より高く，その後は低く設定

するもので，再生可能エネルギー発展にインセンティブを与えるものであった。オプション

3 は，価格が変動しやすい天然ガスを燃料とするコジェネのために，固定価格ではなく，実

勢価格を反映した変動価格で支払われるものであった110）。

　暫定 SO4 は 1983 年 9 月に承認されたが，燃料価格は上昇してゆくのではないかという予

測に立っていた。そのため，たとえば，電力会社サザン・カルフォルニア・エジソンの暫定

SO4 は，エネルギー支払いが 1984 年に kWh 当たり 5.6 セント，1993 年には 10.1 セント，

また発電能力支払いは 1.42 セントから 2.07 セントに設定されていた。これは QF にとって

非常に有利な条件であったので，1984 年末に，電力会社と QF の契約は 1,000 万 kW を超え，

1985 年末に 1,500 万 kW を超えた111）。1990 年のカリフォルニア州の総需要が 4,100 万 kW

だった112）ので，この契約量が非常に大きいことが理解されよう。あまりにも，多くの QF

契約が激増したので，しかも，燃料価格が急激に下落し始めたため，規制当局は暫定 SO4

の運用を 1985 年 4 月に停止した113）。

　もちろん，契約されても実際に建設・運転に至らない QF もあったが，それでも，1988

年に運転・送電に至った QF は 585 万 kW に，1990 年には 882 万 kW に上っていた。これ

はカリフォルニア州の総発電能力の約 20％ に相当した114）。1991 年，同州の非電力会社の

電源構成ではコジェネが一番多く 584 万 kW となっていた115）。カリフォルニア州の QF コ

ジェネ育成は，いろいろな問題を抱えながらも成功したといえよう116）。

テキサス州のコジェネ発展　　理想主義的にコジェネ育成に取り組んだカリフォルニア州と

異なり，テキサス州は天然ガスの主産地でありコジェネ発展に適しているうえに，同州のコ

ジェネ育成策は，現実的で柔軟な制度設計になっていた。それは第 1 に，各電力会社は不必

要な電力を QF から購入する義務がないことである。第 2 に各電力会社の回避コストは 2 年

に一度改定され電力価格実勢を反映しやすく，第 3 にその回避コストは電力会社がコジェネ

QF から電力を買い上げる上限価格であり，各電力会社とコジェネの間で協議して決められ

る。したがってコジェネ間で競争が働き，回避コストより低い価格での買い上げとなること
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も多い。ただし，第 4 に，電力会社は QF より託送の要求があれば，託送を義務付けられて

いる117）。このように，電力会社にとっても QF にとっても比較的受け入れやすい条件を含

んでいたので，紛争が極めて少なかった。

　テキサス州はカリフォルニア州とコジェネ育成の点で全国トップの座を競ってきたが，

1996 年ごろテキサス州は約 800 万 kW（ただし，再生エネも含む）に，カリフォルニア州

は 1,032 万 kW（コジェネだけだと 618 万 kW）になっていた118）。1989 年ごろのテキサス州

では，コジェネ能力の 3/4 以上が石油精製産業と化学工業に集中しており，コジェネ設備は

100 くらいあるが，7 大設備がコジェネ能力の 75％ 以上を占めていた。同州のコジェネ能力

の 93％ は，同州で産出する天然ガスを燃料としており，60％ はコンバインド・サイクルで

あり，26％ はシンプル・サイクルであった。非電力会社によって担われたコジェネ設備は，

同州の電力会社が販売する電力量の約 10％ を生産していた119）。

　7 大コジェネ設備の所有者は，ダウ・ケミカル（化学），オキシデンタル（石油），エンロ

ン（天然ガス），ドミニオン（バージニア電力の関連会社），GE（ガスタービン）などであ

った（1989 年ごろ）。この 7 大コジェネ設備は化学工業や石油精製産業に熱蒸気を売りなが

ら，テキサス州の有力電力会社，ヒューストン電灯電力（のちのリライアント・エナジー

社）に合わせて約 82.5 万 kW を，および，テキサス電力会社（のちの TUX エナジー社）

に約 121.5 万 kW を販売した。これらの電力販売契約の多くは，1980 年代半ばに開始され，

8-20 年間の契約期間であった。沿岸部のヒューストン電灯電力の営業地域で多くのコジェ

ネ設備が発展したが，電力需要は内陸部のダラス＝フォトワースや同州西部にあり，ヒュー

ストン電灯電力は内陸部が営業地域であるテキサス電力会社に託送しなければならなかっ

た120）。テキサス大学の調査によると，同州のコジェネは，将来，2,000 万 kW になると予測

され，事実，2010 年ごろ 1,800 万 kW に達している121）。

ガスタービン開発競争の激化　　PURPA によってコジェネが発展し，また，天然ガス価格

が低落し始めたという好条件も重なり，ガスタービンの将来性が大きく開けてきた。そこで，

発電機メーカーのガスタービン開発競争が激化した。GE のガスタービン研究開発の最初の

成果は，1968 年の「STAG� 105 型」であり 2.1 万 kW の規模であった122）。それ以降，研究

開発を長年継続し，1987 年，画期的に前進した「フレーム 7F（MS7001F）」を発売した。

フレームと呼ばれるガスタービンは航空エンジンから派生した小型のものとは異なり，初め

から発電機として開発され大型化が可能なものである。「フレーム 7F」はそれまでの製品の

規模の約 2 倍，14.7 万 kW となり，シンプル・サイクルでは熱効率 34％ を，コンバイン

ド・サイクルとしては 53％ を達成し，前世代より 4 ポイントも前進させた123）。わずか 1％

の熱効率の熱効率の向上であってさえ，40-50 万 kW のコンバインド・サイクルのライフサ

イクルでは，操業費が 2,000 万ドルも低下するという124）。これは初めて 1990 年にバージニ



表 5a　コンバインド・サイクルの開発競争，1987-92 年

メーカー タービン機種 発電能力 熱効率 公表年

GE フレーム 7F 23 万 kW 53％ 1987 年

WH 501F 23 54 1989

シーメンス V94.3 30 54 1990

ABB GT13E2 25 54.7 1992

（出所）�Aｎｎa� Berｇek,� Freｄrｉk� Tell,� Chrｉstｉaｎ� Berｇｇreｎ� aｎｄ� J.�
Watsoｎ,� “Techｎoloｇｉcal� Capabｉlｉtｉes� aｎｄ� Late� Shakeoｕts :�
Iｎｄｕstrｉal�Dyｎamｉcs�ｉｎ�the�Aｄvaｎceｄ�Gas�Tｕrbｉｎe�Iｎｄｕs-
try,� 1987-2002,”� Industrial and Corporate Change,� vol. 17,�
ｎo. 2,�2008,�p. 60.�ただし，この表は，J.�Watsoｎ が作成した
と記されている。なお，引用にあたり若干の簡素化を行っ
た。

表 5b　コンバインド・サイクルの開発競争，1993-95 年

メーカー タービン機種 発電能力 熱効率 公表年

ABB GT24 25 万 kW 57.5％ 1993 年

WH 501G 34.5 58 1994

シーメンス V84.3A 24.5 58 1995

GE フレーム 7G
フレーム 7H
フレーム 9H

35
40
48

58
60
60

1995
1995
1995
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ア電力会社のチェスターフィールド発電所に建設された。表 5a に示すように，1987 年の

「フレーム 7F」の発売によって，数社によるガスタービン製品の連続的開発，急速な発展，

そして激しい競争の時代が始まった125）。

　GE が「フレーム 7F」を公表した時，その他のメーカー，WH,� ABB，そしてシーメンス

の製品は熱効率 50％ に達しておらず，競争において劣勢となった。表 5a に示すように

WH は三菱重工業と協力して 1989 年に「フレーム 7F」に類似した「501F」を開発・販売

し，1991 年にはシーメンスが 30 万 kW の「V94.2」を公表した。WH やシーメンスの新製

品は GE の「フレーム 7F」より熱効率がわずか 1 ポイントであるが超えていた。1987 年に

ASEA（Allmäｎｎa� Sveｎska� Elektrｉska� Aktｉebolaｇet）とブラウン・ボバリが合併して創業

された ABB（ASEA�Browｎ�Bovarｉ）は，1992 年「GT13E2」を発売した126）。

　第 3 期 に ず れ 込 む が，表 5b に 示 し た よ う に，ABB は 1993 年 に，熱 効 率 57.5％ の

「GT24/26」を発売した。他メーカーの製品より，3.5 ポイントも熱効率が高かった。ABB

の「GT24/26」に最初に反応したのは WH であり（1994 年），三菱重工業，ロールス・ロイ

スとも協力して，「501G」を発売した。また，シーメンスは独自に「V84.� 3A」を公表した。
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さらに GE は 1995 年に「フレーム 7G」を，そして「フレーム 7H」を開発・販売し，つい

に熱効率が 60％ を超えたのである127）。ここにガスタービンのコンバインド・サイクルは本

格的に開花し，長い間，主流であった蒸気タービンに代わりもっとも主要な発電方式になっ

たのである128）。

5．電力自由化の第 2 幕
高まる送電網開放の要求　　PURPA が育成しようとした QF は 1995 年に 1,200 万 kW にな

ると予測されたが，1991 年末には 3,200 万 kW 以上に達していた129）。一部の諸州が回避コ

ストを高く見積もったため，予測を超えた多くの QF 発電能力が出現したのである。そのた

め，たとえばカリフォルニア州では 1985 年に一部のスタンダード・オファーを運用停止し，

改定後，電力会社が追加発電能力を必要としたときにのみ，電力購入契約をすることになっ

た130）。これは競争入札制であり，電力会社が必要とする電力を QF 同士が競争入札を行い，

契約を獲得するものである。競争入札制は最初にメーン州（1984 年）で導入され，1988 年

から急激に増えた。1992 年までに 25 州が競争入札制を導入し，それらの発電能力の合計は

2,500 万 kW 以上に達した131）。

　こうした動きを背景に，連邦規制当局は 1987 年から競争入札制の導入を支持し始めた。

それは電力会社が追加電源を必要とするときに，独立電力生産者（Iｎｄepeｎｄeｎt� Power�

Proｄｕcers,� IPP）からの入札を募り，最も条件のよい相手を選ぶことができるようにするた

めである。IPP とは QF になっていないが，電力を販売している非電力会社のことであり，

当初は，自家発電をしてきた金属，化学，製紙などの工場が，余剰電力を他社に販売しはじ

めたものを指した用語であった132）。競争入札制が十分に機能するためには，電力会社の送

電網が十分に開放される必要があった。ある電力会社の入札を獲得した IPP が，その電力

会社の営業地域に立地していれば問題は発生しない。しかし，入札を獲得した IPP がその

電力会社の営業地域外に立地している場合，購入する電力会社以外の電力会社の送電網によ

って託送してもらわねばならないからである133）。

　そこで，非電力会社とくに IPP は，電力会社に送電網の託送（wheelｉｎｇ）を義務付ける

よう要求した。託送とは電力会社がそれ以外の発電事業者の電力を第 3 者に有料で送電する

ことである。そうすれば，IPP の販売先が大いに増えることになる。しかし，それまでの

PURPA に基づいたルールでは，連邦規制当局は電力会社に託送を命令できず，QF と電力

会社が合意したときにのみ託送が行われることになっていた。だから，電力会社に託送を義

務付けるかどうかが争点に浮上してきたのである134）。こうして，QF,�IPP，天然ガス産業，

そして産業需要家が 1990 年にグループを形成し，電力規制改革を要求し始めた。産業需要

家グループは，もし，かれらが新しいガスタービンのコンバインド・サイクルから直接，電

力を購入できれば，当時支払っていた kWh 当たり 5-8 セントの電力ではなく，3-4 セント
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の電力を入手できると指摘した135）。電力自由化の第 2 幕は，電力会社の送電網へのアクセ

スが焦点となったのである。

1992 年エネルギー政策法　　さて，1989 年にアメリカの外国石油依存率は 42％ にも上昇

しており，それを懸念したブッシュ（父）大統領は，新しいエネルギー政策の策定を指示し

た。同政権の目標は，石炭，石油，そして天然ガスからなる国内エネルギー資源の供給能力

を高めることだった。そこで，同政権は石油についてはアラスカ北極野生生物生息地での採

掘を認め，再生エネに優遇税制を与え，そして電力市場での競争を促進しエネルギー効率を

高めることを目指した136）。

　ブッシュ政権は 1978 年 PURPA をさらに前進させた「1992 年エネルギー政策法」を制定

した。1978 年 PURPA は電力産業発電分野の独占を部分的に終わらせ，コジェネと再生エ

ネを QF と認定し育成した。その後，とくにコジェネの発展が著しく，その発電コストは低

下しており，電力分野に参入しようとしている諸企業や大口需要家にとって魅力的な発電方

式になっていた。1992 年法はさらに競争の発展を促そうと電力会社の送電網を開放したが，

これは電力産業の大転換をもたらす電力自由化の第 2 幕となるのである137）。

　1992 年エネルギー政策法は，第 1 に，連邦規制当局が送電網を所有し運営する電力会社

に，第三者の卸売電力の送電を命令する権限を認めた。同法は，また，送電料金を決める権

限も連邦規制当局に与えた138）。ただし，小売電力託送については連邦規制当局に権限を与

えずに，州規制当局に与えたので139），州ごとに異なった電力自由化が行われることになる

のである。第 2 に，これまで非電力会社としては QF しか認められていなかったが，IPP が

増加してきたので，同法は非規制卸売電力生産者（Exempt�Wholesale�Geｎerators,�EWGs）

という新カテゴリーを設けて承認した140）。これによって IPP やマーチャント・プラントの

存在が法的に承認され，自家発電をしていた製造企業ばかりでなく，その他の新規参入者が

電力会社に真っ向から競争を挑むようになった。マーチャント・プラントとは IPP のなか

で長期電力販売契約を持たずに，卸売電力市場への販売を狙う発電所を指す141）。同法は第

3 に，風力発電事業者に kWh 当たり 1.5 セントの税額控除を認め，その発展を支援した142）。

1996 年送電網開放命令　　1992 年エネルギー政策法を具体化したルールは，連邦規制当

局が策定することになった。送電網開放は技術的にも政策的も大変難しい問題をはらんでい

るので，送電網開放のルールを策定するのは困難を極めた。そのため連邦規制当局は 3 年半

を要し，1996 年に送電網開放命令（Orｄer� 888）を公表した143）。これによる新ルールの主

な特徴は，第 1 に，すべての送電網所有者は差別なき公平な送電料金を連邦規制当局に申請

し許可を得なければならないことであった144）。ここで送電網所有者の電力会社が自社ある

いは自社グループの発電所を優遇し，QF や IPP を差別しないようにすることは重要である



東京経大学会誌　第 315 号

  269  

が，困難な課題であろう。

　そこで，第 2 に，送電網の運営は市場参加者から独立しているべきであり，連邦規制当局

は各地域で独立送電機構の設立を義務付けてはいないが，それが送電網への公平なアクセス

を保証する有効な手段であると考えていた145）。独立送電機構とは広域の，通常，複数の電

力会社の送電網を統一的に管理・運営する組織であり，電力会社とは別の組織である。第 3

に，送電網を開放したあとに，真に競争的な卸売電力市場が実現するためには，特定の電力

販売者（グループ）が市場支配力をもたないよう監視とチェック措置が必要であるとしたこ

とである146）。

　連邦規制当局は各地域内で送電網を所有するすべての電力会社が，それらの送電網を独立

送電機構（あるいは，地域送電組織ともいう）に移管することを推奨した147）。それは強制

ではなかったが，電力会社の垂直統合を残したままで，発電・送電・配電の機能的分離をし

ただけでは，IPP に公平な送電サービスを提供できない可能性があると考えていたからであ

る。1996 年送電網開放命令の後，独立送電機構を設置し，発送電分離式の自由化を行った

州・地域と，電力会社の垂直統合を維持したまま送電網の開放・託送を行った州・地域に分

かれた。独立送電網を設置し発送電分離式の自由化を行うと，卸売発電事業者を公平に扱い

やすくなり卸売電力の競争は進むが，需給のバランスをとるのがやや困難になり，しばしば，

電力市場の安定性が損なわれる可能性がある148）。

　独立送電機構を設置して発送電分離式の電力自由化に踏み切ったのは，1996-99 年に 5 つ

の州・地域であった。それらはニューイングランド地域，ニューヨーク州，そして PJM

（ペンシルバニア，ニュージャージー，メリーランド州）を中心とした地域，そして，カリ

フォルニアとテキサス州であった。ミッドコンチネンタル（中西部）地域とサウスウェスト

（南西部）地域は 2000 年代前半に独立送電機構を設置し，これまですべてで 7 つの独立送電

機構が設立された149）。とくに独立送電機構ができた州・地域で，激しい競争が開始された

のである150）。

6．ガスタービン発電発展の第 3 期：1992 年以降
IPP による発電所投資の激増　　1992 年エネルギー政策法の制定，とくに 1996 年送電網開

放命令から 1999 年までの 5 つの独立送電機構の設立によって，電力自由化の方向性はかな

り明確になった。それまでは，IPP は電力自由化の方式がどのようになるかを見極めており，

発電設備への新規投資は極めて少なかった。しかし，IPP は 1999 年から 2002 年まで発電設

備への新規投資を激増させた151）。1999 年に新規投資が 1,050 万 kW に，2000 年には 2,350

万 kW に，2001 年には 4,800 万 kW に，そして 2002 年には 5,500 万 kW に達した152）。これ

らは石油危機前後の発電設備への投資を超える，歴史的な大規模な投資であった。この 4 年

間におよそ 1 億 3,700 万 kW という膨大な新規投資が行われ，当時の電力会社の総発電能力



表 6　ガスタービンの発電コスト推計

（出所）�上から，Mｉchael�D.�Devｉｎe,� et al.,�eｄs.,�Cogeneration and Decentralized Electricity Production : 
Technology. Economics, and Policy, Roｕtleｄｇe�Taylor�&�Fraｎcｉs�Groｕp,�1987,�p. 140 ;�Roｇer�W.�
Saｎt,� “Competｉtｉve� Geｎeratｉoｎ� Is� Here,”� The Electricity Journal,� Aｕｇ./Sept.,� 1993,� pp. 22-3 ;�
Charles�E.�Bayless,�“Less�ｉs�More :�Why�Gas�Tｕrbｉｎes�Wｉll�Traｎsｆorm�Electrｉc�Utｉlｉtｉes,”�Public 
Utilities Fortnightly,�Dec.�1,�1994,�p. 24 ;�Heｎry�R.�Lｉｎｄeｎ.�“The�Revolｕtｉoｎ�Coｎtｉｎｕes,” The Elec-
tricity Journal,�Dec.�1995,�p. 55 ;�Thomas�R.�Casteｎ,�“Electrｉcｉty�Geｎeratｉoｎ :�Smaller�Is�Better,” 
The Electricity Journal,�Dec.�1995,�p. 70 ;�Rｉcharｄ�E.�Balzhｉser,�“Techｎoloｇy-Itʼs�Oｎly�Beｇｕｎ�to�
Make�a�Dｉffereｎce,” The Electricity Journal,�May�1996,�p. 36 ;�H.�R.�Lｉｎｄeｎ,�“Operatｉoｎal,�Tech-
ｎoloｇｉcal� aｎｄ�Ecoｎomｉc�Drｉvers� ｆor� Coｎverｇeｎce� oｆ� the� Electrｉc� Power� aｎｄ�Gas� Iｎｄｕstrｉes,”�
The Electricity Journal,�May�1997,�pp. 19-20 ;�R.�F.�Hｉrsh,�Power Loss,�p. 248.

推定者（推定年） kWh 当たりコスト 備考（調査対象，条件，主張など）

Devｉｎe（1987） 4-6 セント コジェネ

Saｎt（1993） 3 新規 IPP

Bayless（1994） ｎ.�a. 5-15 万 kW のガスタービンの発電コストが最も低い

Lｉｎｄeｎ（1995） 3 ガス価格 2.0-2.5 ドル/mBtｕ，コンバインド・サイクル

Casteｎ（1995） 2 以下 GE フレーム 6;�4 万 kW，ガス価格 3.0 ドル/mBtｕ

Balzhｉser（1996） 3 コンバインド・サイクル

Lｉｎｄeｎ（1997） 3
2.5

ガス価格 2.5 ドル/mBtｕ，コンバインド・サイクル
ガス価格 3 ドル/mBtｕ，シンプル・サイクル

Hｉrsh（1999） 2.5 コンバインド・サイクル
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がおよそ 7 億 6,000 万 kW だったので，その 18％ にも及ぶ大規模投資が行われたことにな

る153）。

　「この新規の発電能力増加の約 80％ は規制されないマーチャント，あるいは非電力会社に

よって，卸売電力市場において販売するため建設された。…………この発電能力のほとんど

はガス発電であり，クリーンで熱効率のよいコンバインド・サイクル発電技術によるもので

あった154）」。この引用文中のマーチャントとは，長期電力販売をもたないで建設され，卸売

電力市場に販売しようとするマーチャント発電所のことを指している155）。また，この投資

のほぼ 80％ がコンバインド・サイクル発電所にたいして行われ，1997-2002 年における 1

億 4,750 万 kW の新規発電のほとんどすべてが，IPP によって建設された156）。つまり，

1990 年代末から 2000 年代初期にかけての第 3 期は，発電能力への新規投資が激増し，その

およそ 80％ がコンバインド・サイクルへの投資であり，ほとんどすべてが IPP による建設

であった。

コジェネ発電コストの低落　　ガスコジェネへの大規模な投資は，その発電コストの低落か

らも促進されたと思われる。1990 年代末から重要性を増してきたガス・コジェネの発電コ

ストは，表 6 に示すように，1980 年代は kWh 当たり 4-6 セントと推定されていた。それは
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1992 年までに低下し 3.2-5.5 セントと算定された。さらに 1990 年代に多くの論者は，ガス

タービン発電技術の発展により，その発電コストは低下し kWh 当たり約 2-3 セントと推定

した。これにたいしそれまで長く主流電源であった石炭火力発電コストは，90 年代に 5.1-

6.7 セントであった157）。このように，小型ガス・コジェネがコスト面で明確に有利になって

きたのである。

　ベイレス論文（1994 年）によれは，発電技術の進展があり，時代によって最適発電設備

の規模が変わってきた。それは 1930 年代には 5 万 kW であり，1950 年代には 20 万 kW，

1980 年代には 100 万 kW に大規模化してきた。しかし，1990 年代にはガスタービン技術が

発展し，わずか 5-15 万 kW のガスタービンが最も安価な発電技術になった158）。だから，大

企業でなくともガスタービン発電は担えるのであり，規制の壁を撤廃すべきであるという主

張に連動してゆく。

　また，カーステン論文（1995 年）はこうした分散型発電の経済効果は，1970 年にはわか

っていたという。したがって，1970 年代から伝統的な発電技術からガスタービン・コジェ

ネへの長期的変化が始まっていたと考えられる。電力会社の新規の発電設備の平均規模は

1980 年代末まで 50-60 万 kW を維持するが，その後，小規模化し始めた。しかし，電力会

社とコジェネを合わせた，新規の発電設備の平均規模は，1978 年の PURPA 以後，次第に

小型化し，1980 年代前半には 10 万 kW 以下になっている159）。これは IPP のコジェネの比

重が高まって，分散型電源の時代になってきたからである。

IPP によるコジェネ新規投資の目的　　この第 3 期の IPP によるコジェネ投資は，何を目

的にしていたのであろうか。表 7 はガスタービン発電機の市場シェア 50％ をもつ最大のメ

ーカーである GE の販売台数についてのデータを示している。GE の販売台数の多い代表的

な 2 つの機種の，1995，1997，2000，2001 年における販売台数を示している。ひとつは

LM6000（4.4 万 kW）という小型機種であり，他方は MS7001FA（17.2 万 kW）という大型

機種である。LM6000 は航空機エンジンから発電機へと技術転用された小型ガスタービンの

代表的な機種であり，通常 5 万 kW を超えることはない。MS7001FA は初めから発電機用

として開発・生産された「ヘビーフレーム」であり，大型化が可能である。表 7 によれば，

まず，どちらの機種も販売台数が 1995，97 年に比べ，発送電分離式の電力自由化が開始さ

れた後の 2000，01 年に激増している。1995，97 年に多く売れていたのはどちらかといえば，

小型の LM6000 であった。しかし，2000，01 年に多く売れたのは大型の MS7001FA となっ

た。なお，2000 年には MS7001FA や，シーメンス・WH グループの MS7001FA に類似し

た W501F などの大型タービンが，ガスタービンの総販売数の半分以上を占めたという160）。

第 3 期の IPP のガスタービンへの投資は電力自由化の進展とともに激増し，しかも小型機

種から大型機種への投資に変化したのである。



（出所）�Jｕｎ�Ishｉｉ,�“Techｎoloｇy�Aｄoptｉoｎ�aｎｄ�Reｇｕlatory�Reｇｉmes :�Gas�Tｕrbｉｎe�Electrｉcｉty�
Geｎerators�ｆrom�1980�to�2001,”�The�Ceｎter�ｆor�Stｕｄy�oｆ�Eｎerｇy�Markets�Workｉｎｇ�
Paper,�Uｎｉversｉty�oｆ�Calｉｆorｎｉa,�2004,�p. 25.

表 7　GE 製タービン機種別の利用法と販売数

機種 利用法 販売数

1995 1997 2000 2001

LM6000
（小型機）

シンプル・サイクル 6 5 97 103
コンバインド・サイクル 7 2 12 　7
販売数合計 13 7 109 110

MS7001FA
（大型機）

シンプル・サイクル 0 7 68 51
コンバインド・サイクル 4 1 181 100
販売数合計 4 8 249 151
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　ところで，小型と大型のガスタービンの主な用途は何であろうか。表 7 からは小型の

LM6000 と大型の MS7001FA の利用法の違いもわかる。つまり，LM6000 は通常，シンプ

ル・サイクルとして使われることが多く，ピークロード用として用いられる。他方，MS-

7001FA は通常，コンバインド・サイクルとして使われ，ベースロード用に使われることが

多い。というのは，LM6000 はシンプル・サイクルとして使うと熱効率が 40％ になり，シ

ンプル・サイクルとしての MS7001FA の熱効率 35％ を上まわる。他方，MS7001FA をコ

ンバインド・サイクルとして使うとその熱効率は 50-55％ となり，コンバインド・サイクル

としての LM6000 の熱効率 45-50％ を上回るからである161）。

　第 2 期はコジェネ（と再生可能エネルギー）が QF に認定され，電力会社に電力を買い取

ってもらうことで発展した。第 3 期には電力自由化がさらに進展し，送電網が開放され，託

送が可能になり卸売電力市場での競争も可能になったため，IPP にとって競争しうる範囲が

大いに広がった。そこで，そのチャンスをとらえ IPP はピークロード用電力ばかりでなく，

ベースロード用電源として，大型機，とくに MS7001�FA に投資し，卸売電力市場の競争に

挑んでいった162）。

　他方，電力会社は規制体制に守られてきて，ベースロード用のコンバインド・サイクルに

投資してこなかった。そのため，電力会社のベースロード用の石炭発電所の半分以上は古く，

新設されてから 25 年もたっていた。古いベースロード用の石炭発電所のヒートレートは

13,000Btｕ/kWh を超えており，新しいコンバインド・サイクルは 9,360Btｕ/kWh であり，

同じ電力量を発電するのに燃料が少なくコスト競争上圧倒的に有利であった163）。IPP は電

力会社の「既存のベースロード用の石炭発電所にとって代わろうとし，ガスタービン・コン

バインド・サイクル発電所への投資を激増させたのであった164）」。

IPP の事例：カルパイン社　　IPP の典型事例として，2012 年までに 2,816 万 kW をもつ大
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企業に成長したカルパイン社（Calpｉｎe�Corporatｉoｎ）を取り上げる。同社は GE に長年勤務

していたエンジニア，カートライトが 1984 年にカリフォルニア州において創業し（本拠地

はサンノゼ），当初は，非電力会社を支援する会社であったが，みずから IPP となって主に

地熱発電所を建設・運営した。その借り入れ戦略は保守的で堅実な経営スタイルであっ

た165）。

　保守的な経営スタイルに転機が訪れるは，1996 年であった。カルパイン社がテキサス州

のフィリップス石油会社（現在は，コノコフィリップス石油会社）のヒューストン化学コン

ビナートへの 9 万 kW の 20 年間固定価格での電力供給の競争入札を獲得してからであった。

同社はその化学コンビナートの近くに 24 万 kW のパサディーナ発電所（コンバインド・サ

イクル）を建設し，化学コンビナートに 9 万 kW の電力と時間当たり 20 万ポンドの蒸気を

販売し，残り 15 万 kW を卸売電力市場で販売する予定であった。パサディーナ発電所はマ

ーチャント発電所として，初めて融資をえたプロジェクトであった166）。

　カルパイン社はカリフォルニア州ではベクテル社と提携し，いくつかの 60-88 万 kW の

コンバインド・サイクル発電所を建設した。そのなかで，ダウ・ケミカルの工場に近いデル

タ・エナジー・センターは同州の電力会社の平均的なガス発電所より熱効率が 40％ も高く，

ダウに電力 2 万 kW と蒸気をパイプラインで供給した。燃料の天然ガスは，ダウが持って

いるサンタフェ鉄道沿いのパイプライン敷設権を使い，大手電力会社パシフィック・ガス電

力のガスターミナルから調達した167）。カルパイン社はさらに電力価格が高く，IPP が活躍

できるニューイングランド地方にも進出した。同社は 1998 年に，マサチューセッツ州のエ

ナジー・マネジメント社と提携し，コンバインド・サイクル発電所を建設・運営した。両社

はニューイングランド地方で，最初の，3 番目，そして 5 番目となるマーチャント発電所を

建設し，これらの新発電所の周辺の古い発電所は閉鎖されつつあったという。カルパイン社

がニューイングランド地方で 4 番目に建設したメーン州ウェストブルック発電所は，GE 社

製のフレーム 7F 発電機を用い，最新の環境対策技術を導入したという168）。

　このように，カルパイン社は積極的な建設によって，急成長した。その経営戦略は，コン

バインド・サイクル発電所を標準化し，自ら建設を行い，低コストの電力・蒸気販売を行う

ことである。発電所を標準化しているので，部品などの管理も容易であること，また他会社

に建設を委ねるのではなく自ら建設するので，建設マージンを節約できる。同社の建設子会

社が発電所を担保に融資を受け，その発電所が完成し利益を出し始めると，融資を返済し，

また，次の発電所建設のために融資を受けるという資金繰りを展開した。こうして，同社は

2000 年に 585 万 kW の発電能力を持ち，1,400 万 kW の発電所を建設中であった。

　2001 年末のエンロンの倒産によってガス産業全体が後退し，急拡張してきた建設に伴う

負債がカルパイン社を苦しめた。同社はそれでも建設を進め，2005 年には 2,650 万 kW の

発電能力を持ち，IPP としては全国第 2 位の有力企業に成長した。発電能力のほとんどがコ
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ンバインド・サイクル発電所だった。2005 年に倒産し，2008 年に再建を果たした。同社の

発電能力は 2014 年には 2,600 万 kW になっており，大電力会社とほぼ同様の規模になって

いた169）。

結びに代えて

　電力産業は 19 世紀末から石炭火力を中心に蒸気タービン発電機の大型化を一貫して実現

し規模の経済を達成し，電力コストを低下させてきた。電力価格が低下すると消費が増大し，

それがさらに発電設備の大型化を促進するという電力会社の「消費促進・投資拡大」戦略が

成功してきた。電力産業は伝統的な電源，石炭・原子力発電所とともに広域送電・配電網を

発展させ，地域独占が認められ州・連邦政府の規制が実施されてきた。

　他方，伝統的電源以外にも，航空機ジェットエンジンから派生した小型ガスタービン発電

機も 1965 年から電力会社によってピークロード用として導入されたが，大型発電所にたい

する小規模な補完に過ぎなかった。石油危機が勃発すると燃料費が暴騰し建設費も高騰し，

大型発電所の建設は電力価格を引き上げるようになり，大型発電所の限界も明らかになった。

そこで，1978 年に熱効率が高く低コストになりつつあった小型ガスタービン・コジェネを

育成する公益事業規制政策法（PURPA）が制定された。これによって，ガスタービン・コ

ジェネの電力は電力会社によって買い上げられ，ガスタービン発電は発展しはじめた。ガス

タービンを製造する発電機メーカーも，1980 年代後半にはガスタービンの開発競争を繰り

広げ，ガスタービンの熱効率が高まり，コストが一層低下した。

　こうしてガスタービン・コジェネの性能が大型発電所のそれを超えると，電力自由化は第

2 幕に進み，1996 年から電力会社の送電網を開放し，地域によっては発送電分離方式の徹底

した電力自由化が行われた。その結果，電力会社以外の独立電力生産者（IPP）にチャンス

が広がり，IPP は発展するガスコジェネに大規模な投資を行った。そして，ガスコジェネ，

とくにコンバインド・サイクル方式は主流の電源になった。IPP のなかには大規模電力会社

に匹敵する規模の企業も出現した。こうして，電力自由化は成功し170），天然ガス発電能力

は 2002 年に長く最大電源であった石炭発電能力を抜き，発電量でも 2016 年に天然ガス発電

は石炭発電を抜いた171）。伝統的な石炭・原子力発電所の役割が後退し，小型コジェネが主

流となり，分散型電源の時代をもたらした。

　現在も天然ガス発電能力は増えてはいるが，しかし，2020 年から相対的地位が若干なが

ら低下しはじめている。それは，再生エネの発電能力の増加が著しいからである。新たに建

設される発電所のうち，再生エネ発電所の占める比率は，2014-21 年までの 8 年間のうち 7

年にわたって 50-79％ であった。それは 2022 年には 63％ になるだろうと予測され172），事

実，同年 1-6 月期には 67％ にも上っている173）。天然ガス発電の全盛時代は終わり，再生エ
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ネの時代に入ったように思われる。
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